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「介護保険サービス」自分や家族は対象？ 
▶「介護保険制度」とは

介護を社会全体で支え合う仕組みのことです。 

40 歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、支援や介護が必要と認定されたとき

に、費用の１～3 割を支払って介護サービスを利用することができます。 

▶介護保険サービスの対象者

① 要支援または要介護の認定を受けた 65 歳以上の方

② ４０歳～６０歳までの医療保険加入者で、特定疾病の診断があり要支援または要介護

の認定を受けた方。

※特定疾病：がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症など

▶要介護認定を受ける流れ

▶認定調査ではどのような調査が行われるのか

➀74 項目の基本調査（一部抜粋）

参考資料：厚生労働省「認定調査票（基本調査）」0000077382.pdf (mhlw.go.jp) 

➁日常生活自立度

1.障害高齢者の日常生活自立度

出典：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」0000077382.pdf (mhlw.go.jp) 
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2.認知症高齢者の日常生活自立度 

 
出典：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」0000077382.pdf (mhlw.go.jp) 

 

調査員が自宅や施設に伺い質問形式で行う「認定調査」の内容と、心身の状況や医療に関する

ことを主治医が記載する「主治医意見書」が要介護認定の判断基準となります。 

 

▶要介護認定とは 

日常生活の中で必要となる介護（介助）の度合いを表す指標です。 

・非該当→支援の必要がない状態。 

・要支援１，２ 

→日常生活に支障があると見込まれる状態。 

今の状態を維持・改善するための予防サービスを利用できます。 

・要介護１～５ 

→継続して介護を必要とする状態。介護サービスを利用できます。 

※介護の必要度を判断するため、病気の重さと介護度が一致しない場合があります。 

「非該当」でも地域サロンや老人クラブなどの介護予防事業に参加することができますので、

申請を迷っている、相談したい、などありましたら下記医療ソーシャルワーカーまでお声かけ

ください。 

「地域連携室」のご案内 

 「医療ソーシャルワーカー」がおりますので、介護保険以外にもご相談されたいことや、ちょっと聞

きたいこと・・ などありましたら、お声をおかけください。 

■ご相談をご希望の際は１階受付・各看護ステーションまでお申しつけ下さい。  

また、お電話でのご相談もお受けしております。 

  （西岡病院  電話：０１１－８５３－８３２２  相談対応時間：月～金 ９時～１７時 土：９時～１２時） 

   3名で相談対応しております⇒ 医療ソーシャルワーカー：横田、田附（たつき）、前川 

※相談の際はアクリルパーテーション等の感染対策を行い対応させていただきます。 

ＱＲコードを

読み取って見

ることも可能

です。 
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